
東京都北区議会 

平成 2２年第３回定例会で可決した意見書 

・固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書 

 

・義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書 

 

・児童相談所の特別区への早期移管を求める意見書 

 

・子ども施策充実にかかわる国庫補助金に関する意見書 

 

・総合的な自殺対策の強化並びに加速推進を求める意見書 

 

・今後の保育制度改革に関する意見書 

 

・地上デジタル放送に関する意見書 

 



 

 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書 

 
区
内
の
小
規
模
事
業
者
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
長
期
的
な
景
気
の
低
迷
に
続
き
、
世
界
規
模

の
経
済
状
況
の
悪
化
に
よ
り
危
機
的
で
深
刻
な
状
況
に
あ
り
、
雇
用
不
安
の
拡
大
、
金
融
事
情

の
悪
化
、
後
継
者
不
足
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済

環
境
の
中
で
、
小
規
模
事
業
者
は
厳
し
い
経
営
を
強
い
ら
れ
、
生
活
基
盤
は
圧
迫
さ
れ
続
け
て

い
る
。 

こ
う
し
た
中
、
東
京
都
が
実
施
し
て
い
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
は
、

地
価
の
高
水
準
等
に
よ
る
区
民
の
過
重
な
税
負
担
を
緩
和
し
、
厳
し
い
経
営
環
境
に
あ
る
小
規

模
事
業
者
の
事
業
継
続
や
経
営
内
容
の
健
全
化
へ
の
大
き
な
支
え
と
な
っ
て
い
る
。 

東
京
都
が
財
政
を
優
先
し
、
こ
れ
ら
の
軽
減
措
置
を
廃
止
す
れ
ば
、
小
規
模
事
業
者
の
経
営

を
悪
化
さ
せ
、
区
民
の
生
活
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
。
さ
ら
に
は
、
地
域
社
会
の
活
性
化
や

日
本
経
済
の
景
気
回
復
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
東
京
都
に
対
し
、
区
民
の
税
負
担
感
に
配
慮
し
、
左
記
事
項
を
平
成

二
十
三
年
度
以
降
も
継
続
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 
 

一
、
小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す
る
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置 

二
、
小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置 

三
、
商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
負
担
水
準
の
上
限
を
六

十
五
％
に
引
き
下
げ
る
減
額
措
置 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
十
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

東
京
都
北
区
議
会
議
長 

宇 

野 
 

等 
 

  

東
京
都
知
事 

 

石 

原 

慎
太
郎 

殿 
         



 

 

 

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
を
求
め
る
意
見
書 

  

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
は
、
教
育
の
機
会
均
等
と
そ
の
水
準
の
維
持
向
上
を
図
る
上
で
極
め
て

重
要
な
制
度
と
し
て
、
わ
が
国
の
教
育
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
現
行
教
育
制
度
の

根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。 

 

学
校
教
育
は
、
多
く
の
職
種
の
職
員
が
協
力
し
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
事
務
職
員
及
び
栄
養
職
員

も
、
学
校
教
育
を
円
滑
に
推
進
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
学
校
運
営
上
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
担
い
手
で
あ
り
、
そ
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
貧
困
・
格
差
問
題
が
深
刻
化
し
て
い
る
今
、
国
の
財
政
的
な
保
障
が
担
保

さ
れ
な
け
れ
ば
、
教
育
条
件
の
地
域
間
格
差
を
も
た
ら
し
、
教
育
の
機
会
均
等
の
保
障
、
良
好
な
教
育

環
境
の
維
持
が
困
難
と
な
り
、
憲
法
や
教
育
基
本
法
が
保
障
す
る
義
務
教
育
制
度
の
理
念
に
反
す
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
義
務
教
育
の
確
保
は
、
国
の
責
任
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
質
的

に
担
保
し
て
い
る
の
は
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
政
府
に
対
し
、
教
育
に
対
す
る
必
要
な
財
源
の
安
定
的
確
保
を
図
り
、
わ
が

国
の
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成
の
た
め
、
学
校
事
務
職
員
及
び
栄
養
職
員
の
給
与
費
負

担
の
適
用
除
外
を
す
る
こ
と
な
く
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
十
月
八
日 
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児
童
相
談
所
の
特
別
区
へ
の
早
期
移
管
を
求
め
る
意
見
書 

 
 

児
童
虐
待
事
件
が
後
を
絶
つ
こ
と
な
く
頻
発
し
て
い
る
。
過
日
、
検
挙
数
も
平
成
二
十
二
年

上
半
期
で
過
去
最
多
の
百
八
十
一
件
に
の
ぼ
っ
て
い
る
と
警
察
庁
が
発
表
し
た
。
本
年
七
月
に

は
大
阪
市
で
母
親
が
幼
児
二
人
を
遺
棄
し
死
亡
さ
せ
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
が
起
き
、
東
京

都
内
で
も
本
年
一
月
に
は
江
戸
川
区
で
小
学
校
一
年
生
（
七
歳
）
の
男
児
が
継
父
と
母
親
の
暴

行
で
死
亡
す
る
と
い
う
事
件
も
起
き
て
い
る
。 

 

特
に
江
戸
川
区
で
起
き
た
児
童
虐
待
事
件
は
、
当
該
児
童
を
診
察
し
た
医
療
機
関
、
及
び
児

童
が
通
う
小
学
校
か
ら
も
、
同
区
立
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て
児
童
相
談
所
に

情
報
提
供
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
共
有
さ
れ
ず
最
悪
の
事
態

を
招
い
て
い
る
。 

 

児
童
相
談
所
は
、
現
在
、
東
京
都
の
所
管
事
務
で
は
あ
る
が
、
東
京
都
と
特
別
区
と
の
事
務

移
管
協
議
の
場
で
も
、
児
童
相
談
所
の
特
別
区
へ
の
移
管
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
論
議
の
俎
上

に
上
り
、
移
管
の
方
向
で
都
区
が
一
致
し
具
体
化
の
検
討
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
年

六
月
に
開
催
さ
れ
た
「
第
二
十
五
回
都
区
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
幹
事
会
」
で
は
、
特
別
区
側

が
本
問
題
を
取
り
上
げ
、
「
都
が
所
管
す
る
児
童
相
談
所
と
区
が
所
管
す
る
子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
の
連
携
不
足
等
か
ら
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
故
が
発
生
し
て
い
る
」
と
し
、
一
刻
も

早
い
特
別
区
へ
の
移
管
を
求
め
て
い
る
。 

 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
東
京
都
に
対
し
、
児
童
虐
待
に
よ
る
不
幸
な
事
件
の
再
発
を
防
止
し
、

仮
に
そ
の
兆
候
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
速
や
か
に
対
処
す
る
た
め
、
国
に
対
し
て
関
係
す
る
法

令
の
整
備
を
求
め
る
こ
と
、
及
び
児
童
相
談
所
の
体
制
の
拡
充
、
関
連
施
設
の
連
携
強
化
を
す

る
と
と
も
に
、
住
民
に
密
着
し
て
児
童
福
祉
な
ど
関
係
行
政
を
進
め
て
い
る
特
別
区
に
、
児
童

相
談
所
を
財
源
も
併
せ
て
一
刻
も
早
く
移
管
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
十
月
八
日 

 

東
京
都
北
区
議
会
議
長 

宇 

野 
 

等 
  

東
京
都
知
事 

 

石 
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慎
太
郎 
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子
ど
も
施
策
充
実
に
か
か
わ
る
国
庫
補
助
金
に
関
す
る
意
見
書 

  

安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
事
と
仕
事
の
両
立
支
援
や
、
教
育
環
境
の
整
備
な
ど
、
現

在
、
国
、
地
方
自
治
体
を
あ
げ
て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
施
策
の
推

進
に
あ
た
っ
て
は
、
国
庫
補
助
金
の
充
実
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
盤
で
あ
る
。 

 

こ
の
間
政
府
は
、
妊
婦
健
康
診
査
充
実
の
た
め
の
国
庫
補
助
金
の
拡
充
や
民
間
保
育
所
等
を

整
備
す
る
「
安
心
こ
ど
も
基
金
」
の
創
設
・
継
続
、
ま
た
、
小
中
学
校
の
耐
震
補
強
工
事
の
地

震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
、
公
立
小
中
学
校
の
国
庫
補
助
率
の
引
き
上
げ
等
を
推
進

し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
時
限
措
置
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
む
け
、
引
き
続
き
の
財
政
措
置
が
望
ま
れ
て
い
る
。 

 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
子
ど
も
施
策
の
推
進
に
か
か
わ
り
、
国
庫

補
助
金
の
継
続
、
充
実
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

  

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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総
合
的
な
自
殺
対
策
の
強
化
並
び
に
加
速
推
進
を
求
め
る
意
見
書 

 
 

平
成
十
八
年
に
「
自
殺
対
策
基
本
法
」
が
成
立
し
、
翌
年
、「
自
殺
総
合
対
策
大
綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
本
年
の
二

月
に
は
、「
い
の
ち
を
守
る
自
殺
対
策
緊
急
プ
ラ
ン
」
が
発
表
さ
れ
、
国
を
あ
げ
て
自
殺
防
止
の
様
々
な
施
策
を
実
施
し
て

い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
警
察
庁
の
自
殺
統
計
に
よ
る
と
昨
年
の
全
国
で
の
自
殺
者
は
、
前
年
比
一
・
八
%
増
の
三
万
二
千
八

百
四
十
五
人
と
十
二
年
間
連
続
で
三
万
人
を
超
え
、
過
去
五
番
目
の
多
さ
で
あ
っ
た
。
一
日
平
均
で
九
十
人
近
い
、
尊
い
命

が
失
わ
れ
、
特
に
、
二
十
代
か
ら
三
十
代
ま
で
の
自
殺
率
は
、
過
去
最
悪
の
結
果
と
な
っ
た
。 

同
統
計
で
は
、
生
活
苦
や
失
業
に
よ
る
若
者
の
自
殺
増
加
の
背
景
に
あ
る
社
会
的
要
因
に
ま
で
目
を
向
け
て
お
り
、
今
後

は
、
失
業
者
の
雇
用
や
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
対
策
を
進
め
、
自
殺
増
加
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
自
殺
予
防
総
合
対
策
セ
ン
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
殺
予
防
対
策
を
よ
り
実
効
性
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
自

殺
リ
ス
ク
の
高
い
人
に
焦
点
を
当
て
た
対
策
が
必
要
不
可
欠
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
政
府
に
対
し
、
現
下
の
経
済
情
勢
か
ら
、
国
が
、
地
域
に
お
け
る
自
殺
対
策
を
最
重
要
課
題
に
位

置
づ
け
、
主
導
的
な
役
割
を
担
い
な
が
ら
、
様
々
な
理
由
に
依
っ
て
、
追
い
込
ま
れ
た
人
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

一
環
と
し
て
、
総
合
的
な
自
殺
対
策
の
強
化
・
推
進
を
急
ぐ
た
め
、
左
記
事
項
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 
 

一
、今
後
の
自
殺
対
策
は
、国
や
自
治
体
な
ど
の
支
援
者
本
位
は
も
と
よ
り
、当
事
者
や
現
場
本
位
の
対
策
に
も
目
を
向
け
、

国
と
し
て
自
殺
の
実
態
解
明
を
さ
ら
に
進
め
、
そ
の
調
査
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
た
具
体
的
な
対
策
を
示
す
こ
と
。 

二
、
中
長
期
的
に
は
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
総
合
的
な
相
談
が
二
十
四
時
間
三
百
六
十
五
日
、
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
自
殺
未
遂

者
や
自
死
遺
族
へ
の
心
の
ケ
ア
な
ど
適
切
に
支
援
し
、
専
門
分
野
ご
と
の
相
談
窓
口
の
連
携
及
び
拡
充
を
図
る
こ
と
。 

三
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
に
基
づ
く
自
殺
予
告
や
他
に
危
害
を
与
え
る
硫
化
水
素
に
よ
る
自
殺
な
ど
の
有
害
情
報
事
案
に

対
す
る
技
術
的
な
対
応
を
拡
充
し
、
鉄
道
駅
の
ホ
ー
ム
ド
ア
設
置
な
ど
自
殺
の
多
発
す
る
危
険
な
場
所
対
策
や
自
殺
に
用

い
ら
れ
る
薬
品
等
の
規
制
な
ど
包
括
的
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

四
、
企
業
診
断
や
特
定
健
診
に
お
い
て
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
義
務
検
査
項
目
と
し
て
中
高
年
の
う
つ
の
早
期
発
見
、
早

期
治
療
に
つ
な
げ
る
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
。 

五
、「
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
」
で
は
、
相
談
体
制
の
拡
充
に
係
る
人
件
費
は
、
対
象
に
な
ら
な
い
た
め
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
が
出
来
る
よ
う
に
改
善
し
、
併
せ
て
必
要
か
つ
継
続
的
な
財
政
措
置
の
拡
充
も
行
う
こ
と
。 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
十
月
八
日 
 

 
 

東
京
都
北
区
議
会
議
長 

宇 

野 
 
 

等 
  

内
閣
総
理
大
臣 

 
 
 
 
 
 

菅 
 
 

直 

人 

殿 

厚
生
労
働
大
臣 

 
 
 
 
 
 

細 

川 

律 

夫 

殿 

内
閣
府
自
殺
対
策
担
当
大
臣 

 

岡 

崎 

ト
ミ
子 

殿 



 

 

今
後
の
保
育
制
度
改
革
に
関
す
る
意
見
書 

 
 

急
激
な
少
子
化
が
進
行
す
る
中
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
育
て
る
環
境
の
整
備
は
、
重
要

で
あ
り
、
な
か
で
も
待
機
児
童
対
策
を
含
む
保
育
施
策
の
充
実
は
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
が
、

こ
の
長
引
く
不
況
の
影
響
に
よ
り
保
育
所
に
入
れ
な
い
待
機
児
童
は
、
今
年
四
月
一
日
時
点
で
、

全
国
で
、
二
万
六
千
人
を
超
え
、
三
年
連
続
で
増
加
し
、
東
京
で
は
、
最
多
の
八
千
四
百
三
十

五
人
と
い
う
深
刻
な
数
値
に
な
っ
た
。 

最
近
、
両
親
が
共
に
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
も
保
育
園
に
入
れ
な
い
厳
し
い
状
況
か
ら
「
保

育
難
民
」
と
い
う
言
葉
ま
で
生
ま
れ
、
保
育
、
子
育
て
支
援
施
策
の
拡
充
に
対
す
る
国
民
の
期

待
は
高
ま
っ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
中
、
国
の
保
育
制
度
改
革
の
議
論
で
は
、
直
接
契
約
方
式
の
導
入
や
最
低
基
準
の

見
直
し
、
さ
ら
に
は
、
「
保
育
に
欠
け
る
」
と
い
う
入
所
要
件
の
撤
廃
ま
で
取
り
ざ
た
さ
れ
て

お
り
、
現
在
、
検
討
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
効
率
だ
け
が
優
先
さ
れ
、
保
育
の
地
域
格
差
や
保

育
の
質
の
低
下
を
招
く
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
く
、
経
済
的
な
問
題
か
ら
子
ど
も
達
が
必
要

な
保
育
を
受
け
る
事
が
出
来
な
い
状
況
も
生
じ
、
公
的
な
責
任
が
、
後
退
す
る
恐
れ
も
懸
念
さ

れ
て
い
る
。 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
政
府
に
対
し
、
今
後
の
保
育
制
度
改
革
で
は
、
ま
ず
子
ど
も
の
立
場

に
立
ち
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
保
育
の
質
を
し
っ
か
り
と
守
り
な
が
ら
、
全
て
の

子
ど
も
達
の
健
や
か
な
育
ち
を
保
障
し
、
子
育
て
支
援
や
保
育
環
境
を
拡
充
し
て
い
く
た
め
に

左
記
事
項
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 
 

一
、
今
日
ま
で
の
保
育
制
度
が
果
た
し
て
き
た
役
割
を
踏
ま
え
、
今
後
の
あ
り
方
の
検
討
に
当

た
っ
て
は
、
児
童
福
祉
法
の
理
念
が
崩
壊
し
な
い
よ
う
に
、
実
施
責
任
を
持
つ
地
方
自
治
体

や
保
育
団
体
と
の
意
見
交
換
な
ど
十
分
に
行
い
、
理
解
を
得
な
が
ら
進
め
る
こ
と
。 

二
、
保
育
需
要
の
増
大
が
こ
れ
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
中
、
地
方
自
治
体
が
、
認
可
保
育
園
の
新

設
や
待
機
児
解
消
に
向
け
た
取
り
組
み
が
出
来
る
よ
う
に
、
国
が
必
要
な
予
算
措
置
を
取
り
、

安
定
し
た
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
十
月
八
日 

 

東
京
都
北
区
議
会
議
長 

宇 

野 
 
 

等 
  

内
閣
総
理
大
臣 

 

菅 
 
 

直 

人 

殿 

厚
生
労
働
大
臣 

 

細 

川 

律 

夫 

殿 
 



 

 

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
意
見
書 

  

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
十
三
年
）
七
月
に
地
上
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放

送
へ
完
全
移
行
し
、
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
の
終
了
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
総
務
省
の
調
査
で
は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
受
信
機
の
全
世
帯
普
及
率
は
本

年
三
月
時
点
で
八
十
三
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
じ
調
査
に
よ
れ
ば
、
年
収
二
百
万
円
未

満
の
世
帯
は
六
十
七
・
五
％
の
普
及
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
大
都
市
の
集
合
住
宅
な
ど
で
は
、

地
デ
ジ
対
応
済
み
の
共
聴
設
備
が
四
割
台
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
問
題
も
あ
り
、
順
調
に
進
ん
で

い
る
と
は
い
え
な
い
現
状
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
新
た
な
経
済
的
負
担
が
困
難
な
低
所
得
者
へ
の
支
援
も
一
部
に
限
ら
れ
て
お
り
、
期

限
内
に
す
べ
て
の
視
聴
者
が
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
受
信
機

器
購
入
等
に
係
る
支
援
対
象
の
拡
大
な
ど
、
受
信
環
境
整
備
へ
の
支
援
を
よ
り
一
層
充
実
・
強

化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
円
滑
な
移
行
を

図
る
た
め
、
左
記
事
項
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 
 

一
、
完
全
移
行
に
当
た
っ
て
は
、
新
た
な
難
視
聴
地
域
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
、
適
切
に
対
応

す
る
こ
と
。 

二
、
生
活
保
護
世
帯
な
ど
を
対
象
に
し
た
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
無
償
給
付
、
ア
ン
テ
ナ
の
設
置
等
の

支
援
策
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
を
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
広
げ
る
な
ど
、
拡
大
す
る

こ
と
。 

三
、
自
主
共
聴
施
設
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
化
改
修
で
生
じ
る
視
聴
者
負
担
へ
の
助
成
制
度
を
設
け

る
こ
と
。 

 
 
 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
十
月
八
日 

 

東
京
都
北
区
議
会
議
長 

宇 

野 
 

等 
  

衆
議
院
議
長 

 
 

横 

路 

孝 

弘 

殿 

参
議
院
議
長 
 
 

西 

岡 

武 

夫 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

 

菅 
 
 

直 

人 

殿 

総
務
大
臣 

 
 
 

片 

山 

善 

博 

殿 

厚
生
労
働
大
臣 

 

細 

川 

律 

夫 

殿 

経
済
産
業
大
臣 

 

大 

畠 

章 

宏 

殿 
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